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〜働く前に知っておきたい〜
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は じ め に

　「仕事をしたのに残業代が出ない会社があると聞いたことがある。残業時間の

ことや、その際の賃金の計算方法についても教えてもらったので、将来自分が店

をもった時は、サービス残業をなくしていきたい。」過去に開催した、労働セミナー

の受講生からこのような感想をいただいた事があります。受講した生徒さんは、将

来、経営者として自分のお店を持ちたいという夢を持たれているようです。労働者

としての視点だけではなく、経営者の卵として話を聞いていただき、『労働者・経営

者双方がルールをきちんと守ることが、よりよい職場環境や、皆が頑張れる会社づく

りにつながっていく』そんな決意表明をいただいたように感じ、大変うれしく思った

次第です。

　さて、私たち愛媛県労働者福祉協議会が運営する相談窓口（愛媛くらしの相談

センター）には働いている方々から自分の職場で起こった“疑問や悩み、トラブル”

の相談が数多く寄せられています。また非正規で働く人が２千万人を超え、雇用の

不安定化が進んでいる中で、生活困窮に関わる支援や制度の利用に関する相談

も受けています。

　これまで皆さんは、家族や先生方に見守られ、多くの友人達と共に学校生活を

楽しく送られてきたことと思います。これから社会人になられる方は、一日の大半で

「働くこと」に関わることになりますし、大学・専門学校等へ進学される方について

も、アルバイト等で働くことに関わる機会が増えることと思います。

　働くことの目的は、収入を得るためであることは当然ですが、それだけではありま

せん。働くことで、社会の中に自分の役割や居場所を見出し、皆さんが大きく成長

するきっかけにもなるでしょう。

　また、働くことを通した人と人の結びつきの中で、多くの価値が生み出され社会

が発展していくこと、税や社会保険料を納めることが社会を支えていることを考え

れば、自分自身だけでなく、社会全体からみても「働くこと」は重要な意味を持って

おり、だからこそ皆が健全な環境で働くことができるよう法律が整備されています。

　このハンドブックでは、労働者として知っておいて欲しい労働法にまつわる基礎

的、基本的な知識について取りまとめるとともに、社会人としてのマナーや一般常

識についても取り上げています。権利も大切ですが、社会に出れば果たすべき義

務もたくさん出てきます。皆さんが、自立した社会人として活躍できるよう、本ハンド

ブックを活用いただければ幸いです。

　皆さまのこれからのご活躍を祈っています!
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身だしなみと服装

　このハンドブックでは、労働法規によって守られている「働くときの権利」を取りまとめてい
ますが、もうͻとつ「働くときの義務（ルールやマナー）」を知っておくことも大切なことです。
法律で守られた権利をいくらओ張しても、義務を果たしていなければトラブルを大きくしてし
まうՄೳੑがあります。「権利と義務」はセットであることを意識しましょう。

Ⅰ．働くときのルールとマナー
  （社会人としての一般常識）

2 3

職場の日常マナー

　ॳର໘で人に会ったときは、́ とんͲの場߹、第一ҹ৅で人となりを൑அされてしまいます。
日ࠒから、࢟ ੎や෰૷にはे分にؾを഑りましょう。
　ビδωスの場໘において、相खにྑいҹ৅を༩えるϙイントは、「ਗ਼ܿ感」「常識をわきま
えていること」がڍげられます。そして「おしΌれ（自ݾの基४）」と「身だしなみ（人から見た基
४）」をきちんと࢖い分けることが大切です。

　会社という૊৫は、職場の஥間との࿈ܞϓϨーで成り立っています。常識のൣғで協ௐੑ
がٻめられますので、自分উखなだらしないߦಈは৻まなければなりません。
　きちんとしたѫࡰや、常識的なݴ༿づかい（ଚݠ・ޠܟৡޠ・ஸೡޠ）をすることは社会人の
ίミϡχέーγϣンとして基本です。
　ҎԼには、会社の場໘々々における社会人としての日常マナーをまとめてみました。

□ 仕事にあった清潔な髪型や色ですか？ 
□ 寝癖などで乱れていませんか？
□ 髭は毎朝剃っていますか？（男性） 

□ 清潔で健康的な印象を与えていますか？
□ 口紅やアイシャドウは濃すぎませんか？
□ 香りの強すぎる香水をつけていませんか？

□ 手や指先は清潔で、爪が伸びすぎていませんか？
□ マニキュアが濃すぎたり、はげたりしていませんか？

□ 色や形は適当で、きちんと磨かれていますか？
□ かかとがすり減っていませんか？

□ ボタン、ほつれ、シミ、シワはありませんか？
□ 必要以上に肌を出していませんか？
□ 仕事の邪魔になるアクセサリーをつけていませんか？
□ 名札は所定の位置についていますか？
□ ストッキングの色、靴下の色は適当ですか？

～身だしなみと服装のチェックポイント～

髪

化粧

服装

手

靴

◆ 出勤・始業
⿟  ࢝ 業時間は、会社に౸ணする時間ではなく、仕事を࢝める時間ۦ。 けࠐみ出社はやめ、

༨༟を持って出ۈしましょう。「おはようご͟います」とさわやかなѫࡰを৺がけましょう。

◆ 遅刻・欠勤
⿟  やΉを得ないཧ༝で஗ࠁ、ܽ する場߹は、事લに࿈བྷしましょう。その際、取Ҿ先とのۈ

ଧち߹わせなͲが༧定されている場߹は、取Ҿ先にも࿈བྷを๨れͣに。（そのためにも、
࿈བྷ先はܞଳి話やखாにϝϞをして持ちาくことも大切です。）

社会人としてのマナー
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◆ 終業・退社
⿟ؼり支度を࢝めるのはऴ業時ࠁになってからです。残っている人がいる場߹は、「お先
にࣦྱします」なͲとѫࡰしましょう。また、ୀ社する人から੠をかけられたら、「おർれさま
でした」なͲとѫࡰをฦしましょう。

◆ 休暇
⿟ पりの人のঢ়گや仕事のスέδϡールを見て൑அし、事લに上࢘や先ഐに相談してྃ

ղを得ましょう。
⿟ٳՋલには、पғに໎࿭がかからないよう、仕事をย෇けておきましょう。
⿟ Կがあってもઈରٳまないのは、一見ਅ໘目そうに見えても、पりの人がٳみにくくなり

ます。पりへの഑ྀも๨れͣに。

◆ その他　《情報漏洩に注意》
　会社の持つ৘ใは利ӹを生Ήための࢈ࡒです。৘ใ࿙Ӯは会社に多大なଛ֐を༩え、
௄ռॲ分やଛ֐ഛঈ੥ٻをされることもあるのでؾをつけましょう。

◆ 勤務中
⿟੮を཭れる時は、ߦき先、時間なͲをपғに఻えておきましょう。
⿟ܜٳ時間はݫ守しましょう。
⿟備඼を持ちؼったり、経අでམちるからといって私的に࢖ってはいけません。
⿟ 仕事中、සൟに私的なి話やϝールをする΄か、
　ύιίンのӾཡをしてはいけません。
　仕事とϓライϕートの۠ผをきちんとつけましょう。

仕事の進め方（働く上での「ホウレンソウ」）

コミュニケーションこそが“いい職場”をつくる

　仕事は職場の上࢘や෦Լと共に進めていきます。職場の஥間と意思ૄ通をきちんとߦうた
めには、「ใࠂ・࿈བྷ・相談（ϗ΢Ϩンι΢）」が基本です。

　学校では、ݏいな人や߹わない人とはڑ཭をஔいたり、関わらないようにもできたかもしれ
ません。けれͲ仕事となると「ݏいだから話さない」は通用しません。
いだけͲ話してみたら仕事のことではಉじ意見を持っていたり、たとえ意見がର立してしݏ　
まっても、おޓいの意見をͿつけあうことで৽しいૉఢなアイσアが生まれてくるかもしれま
せん。Ϳつかることをڪれͣに、たくさんの人とίミϡχέーγϣンをਤってみましょう。

上司からの指示や命令に対して、途中経過や結果をきちんと知ら
せるようにしましょう。このとき、事実と意見を区別して報告する
ように気をつけましょう。

仕事上で発生した事実や情報は、内容をよく理解し、
関係者に的確に伝えましょう。

判断に迷う時や意見を聞いてもらいたい時などは、上司や先輩、
同僚に参考意見を聞き、アドバイスをもらうようにしましょう。

報 告

連 絡

相 談

　トラブルが起こった場合、ミスをした場合、自分だけで処理しようと思って先延ばしに
したり、曖昧な報告をしたりすると、後で取り返しがつかなくなることがあります。「悪い
報告」ほど、特に早く、事実をありのままに報告しましょう。

　職場で行われる親陸会などは、職場のたくさんの人とコミュニケーションを図る絶好
の機会です。先輩や同僚などと良好な人間関係を作ることは、業務のスムーズな進行
や、仕事へのモチベーションアップにつながることでしょう。繰り返しになりますが、仕事
はコミュニケーションを取り合うことで進めることが基本となります。
　親陸会などでは、社員相互のコミュニケーションを図るチャンスと考えて、できる限り
出席することをおススメします。
　お酒を飲む場合は、周囲に迷惑をかけないよう、飲み方に注意してくださいネ♪

ここがポイ
ント

ここがポイ
ント

トラブルやミスの報告は特に早く！

親陸会などへの参加って…
⿟ صの上にॻྨをஔきっͺなしにしない。（੮を֎すときはصのҾき出しにしまいݤをかけ

ておく）
⿟社֎では、ۈ務先や取Ҿ先の۩体的な໊લを入れて話さない。
⿟社֎で、ܞଳి話で仕事の話をするときは重要な಺༰がपりに࿙れないようにؾをつける。
⿟ ύιίンの持ちาきにはे分஫意し、職場のσータを̨̪ ̗で持ちؼったりしない。
　（̥̘ の΢Οルス感છによる৘ใྲྀ出のݒ೦があります）



　私たち、一人ͻとりが意欲を持ち、やりがいを感じて、安৺して働くために、「労働基४法」
や「労働ܖ໿法」といった働き方の基本的なルールを定めた法律が整備されています。

働くひと（労働者）を守るための法律

「労働基準法」とは…
　労働者の労働条件（労働時間や賃金、休暇など）の最低基準を定めた法律で、原則と
して労働者を使用するすべての事業所に適用されます。労働基準法第一章（総則）第
一条には以下のように定められています。

 （労働条件の原則）

「労働契約法」とは…
　近年の、就業形態の多様化、個別労働関係紛争の増加等に対応し、個別の労働者及
び使用者の労働関係が良好となるようにするため、労働契約の合意原則その他労働
契約に関する基本事項を明確にしたものです。これまでの労働判例を基に、労働者を
守り、良好な労使関係を築くことを目的に制定されています。

業はこれらの法律をはじめとする多くの労働法規をきちんと९守し、労働者の生活を守りا　
ながらا業活ಈをߦっています。しかし残೦ながら、ݫしいا業間ڝ૪の中で、労働者との関
ճしになっているޙわͣߦを大切にせͣܰ視したり、また労働৚݅についてॆ分にઆ明を܎
έースがあることも࣮ଶです。
　労働者一人ͻとりは雇用されているଆであり、࢖用者（事業ओ）にରしてऑい立場で、自分
の働く環境やঢ়گについて、そのまま受け入れてしまいがちです。
　しかし労働環境は、࢖用者から༩えられるだけのものではありません。労働者自らがஔかれ
ているݱঢ়にରして疑問を感じたり、վળをしたいと考えること、そしてそれを“自分”の労働
環境としてではなく、“自分たち”の労働環境として働く஥間と共༗していくことが、よりྑい「働
く環境」を࡞っていくことに結びつきます。まͣは、「労働基४法」や「労働ܖ໿法」をはじめとす
る労働関܎法ྩや、職場಺のब業規ଇ（1�12ࢀর）や労働協໿なͲ（1ࢀ���র）で定められ
た಺༰を知ることからスタートしていきましょう。

より良い「働く環境」づくりを

　私たちの生活を成り立たせる「働くこと」について、法律が何を定め、どう
守っているかを知ることが、これから社会にでる上で重要です。
　また社会に出れば、職場の仲間と多くの時間を共有することになります。
職場は働く人たちの連携プレーで成り立っていますから、仕事のことだけで
なく、色々なことを相談できる友人や先輩を数多くつくることも大切です。

ここがポイ
ント

私たちを守る労働法規について基本的な知識をもっておきましょう♪

第一条 　労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなけれ
　ばならない。 
　2　この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準　
　を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなけれ　
　ばならない。
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　皆さんは、これから社会人となって「働く」ことにより収入を得て生活をしていくことになり
ます。賃金をもらう分、学生時代とҟなって、仕事の੹೚も生じてきますので、悩んだり、スト
Ϩスを感じたりすることも多くなってくるでしょう。しかし、「働く」ことを通して自分自身を成
長させることができ、社会の役に立つتびを感じることもできます。

Ⅱ．「働く」ということ

　皆さんがこれから社会に出ていく上で、बきたい職業はありますかʁごଘじの通り、ੈ の
中にはいΖいΖな仕事があります。もうすでにबきたい仕事にରし、夢を持って౒ྗしてい
る人、またこれからじっくりとやりたい仕事を考えようと思っている人、༷ 々だと思います。
　では、ಉじような仕事でも、「働き方（雇われ方）」がいΖいΖあることを知っているでしょう
かʁۙ࠷は、これまで一般的だった「正規雇用」Ҏ֎にも、「೿ݣ社һ」や「ྟ時・ܖ໿社һ」
といった「非正規雇用」の働き方をする人が増えてきています。

「働き方」もいろいろ（就業形態について）

就業形態による働き方の違い

ඇਖ਼ن
༺ޏ

໿ࣾһܖ
（有期労働契約で働く人）

ύーτλΠϜ労働者・
ΞϧόΠτ౳

（パートタイムで働く人）

೿ࣾݣһ
（労働者派遣で働く人）

労働契約

働く会社との間で労働
契約を結びます。

働く会社との間で労働契約
を結びます。1週間の決めら
れた労働時間が正規社員
より少ないです

人材派遣会社（派遣元）との間で労
働契約を結び、働く人は、派遣元が労
働派遣契約を結ぶ会社(派遣先)から
の指揮命令を受けて働きます

契約期間の
定め

契約の更新

契約期間はあらかじめ決め
られています。契約期間が
満了すると労働契約は自
動的に終了しますが、更新
という形で契約期間が延
長される場合もあります。

契約期間はあらかじめ決め
られていることが多いです。
賃金は時給で支払われるこ
とが多いです。

契約期間は決められている場合と決め
られていない場合があります。契約期
間が決められている場合は、派遣元と
の契約が満了すると労働契約は自動
的に終了しますが、更新という形で契
約期間が延長される場合もあります。

年次有給
休暇 一定の条件（※）を満たせば、年次有給休暇が取れます。

一定の条件（※）を満たせば、年次有
給休暇が取れますが、その取得申請は
派遣元に対して行います。

ਖ਼ޏن༻ʢ͍ΘΏΔʮਖ਼ࣾһʯʣ
働く会社との間で労働契約を結びます。
一般的に契約期間に定めがなく、特別な事情がない限り定年まで勤務できます。
正社員であっても、勤務地や職務内容、勤務時間を限定して雇用するなど、多様な正社員制度を導入する
企業もあります。

（注）一般論として記載しており、個々の会社で状況が違う部分もあります。
（※）一定の条件について詳しくはP.18・19を参照

働く人

働く人

会社

派遣先
（働く会社）

指揮指令 派遣契約

指揮指令賃金賃金

労働契約
労働契約

派遣元
人材派遣

会社



には、労働৚݅を明ࣔすることが義務（໿が成立ܖ労働）用者が労働者を雇用する時࢖　
づけられています。特に重要な下記の5項目については、口約束だけではなく、労働条件通
知書や雇用契約書など、きちんと書面で明示しなければいけません。

ʕ 労働基४法第1�৚ ʕ

書面で明らかにしなければならない労働条件の通知事項

Ⅲ-1．働くにあたっての約束事（労働契約とは）
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「労働契約」とは・・・
　労働者と使用者との間で、働く際の条件（契約内容）について、お互いが納得した上
で、「働きます」「雇います」と交わす約束を「労働契約」といいます。

　労働契約は、働く期間の定めのない契約（無期労働契約）と、働く期間に定めのある契約
（有期労働契約）とに大別されます。
　特に、有期労働契約を結ぶ場合は、契約終了時（定めていた働く期間が満了するとき）
において、労働者と使用者でトラブルが起こりがちです。上記の通り、雇用契約書等で労
働条件の書面通知を受け取った際に、契約期間や契約更新の有無等について、同意した
内容に相違ないか、特に注意してチェックしましょう

※働く際の条件については、働く人と会社の合意で決めるのが基本ですが、低い賃金や長い残業時間など、合意内容がとても悪い
　条件になってしまうことがないよう労働法でルールを決めています。
※労働契約書に書いてある内容が法律違反の条件だとしたら、仮にその契約書に同意していたとしても、その部分は無効となり、
　自動的に法律基準での契約内容になります。

労働者 使用者＝雇う側

労働条件を提示

労働条件に同意

①労働契約の期間に関すること（契約期間が決まっている場合は契約の更新について※）
　※更新があるかどうか／更新する場合の判断基準 等

②どこでどんな仕事をするのか（仕事をする場所、仕事の内容）
③仕事の時間や休みはどうなっているか
　（始業・終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇等）
④賃金の支払いはどうなっているか(賃金の決定、計算と支払方法、締切・支払時期）
⑤退職するときのルール（解雇事由を含む）

　労働契約内容は労働者と使用者がお互いに守るべき約
束事となりますので、労働契約を結ぶ時は、どんな労働条
件なのかをしっかり確認すること、後でトラブルにならないよ
うに書面にして受け取ることが大切です。
　募集広告や求人票に書かれていた条件が、そのままあな
たの労働条件になるわけではありません。

チューイ点 労働契約締結の際の留意点

期間の定めのある契約（有期労働契約）
例えば…  ・契約社員 ・嘱託職員 ・臨時職員 ・派遣社員 ・パート

期間の定めのない契約（無期労働契約）
例えば…  ・正社員　・パート労

働
契
約

労働契約の期間

労働契約で重要な5項目と労働者への通知

〜労働契約は書面でもらおう〜
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Ⅲ-2．期間の定めがある労働契約（有期労働契約）

判断基準の明示例
・契約期間満了時の業務量により判断　　  ・勤務成績、態度、能力により判断
・従事している業務の進捗状況により判断　・会社の経営状況により判断　など

●契約更新あり　 継続雇用の見込みあり
●契約更新なし　 原則、契約期間内のみの雇用
　　　　　　　　　 （期間満了後は新たな就職先を探す必要があります）

　ۙ年、༗ظ労働ܖ໿（ظ間の定めをもうけて働くこと）によって仕事につく労働者が増え
ています。
　༗ظ労働ܖ໿は、働くଆのχーζ・価値؍にԠじた多༷な雇用の場を֬保するଆ໘もあ
りますが、一方で「いつまで働けるかわからない」「ΩϟϦア・スΩルが஝ੵされにくい」「正
社һとಉじようにڅ༩が上がらない」なͲ༷々な問୊も๊えており、ޙࠓͲのようにしてより
ྑ࣭な雇用の場としていくかが問われています。

　༗ظ労働ܖ໿は、そのߋ৽をܴえるたびに「雇ࢭめ」（1ࢀ���র）の不安にさらされる
έースが多いことから、その不安ղফに޲けて、ҎԼのルールがઃけられています。

　༗ظ労働ܖ໿で働く場߹は、̍ 年ܖ໿や�ϲ月ܖ໿なͲ、࢖用者と働くظ間を定めて働くこ
ととなりますが、その契約期間は、原則として上限３年です。（労働基४法第1�৚）
※なお、専門的な知識等を有する者、満60歳以上の者
との労働契約については、上限が5年とされています。

　また、࢖用者は༗ظ労働ܖ໿によって労
働者を雇い入れる場߹、その目的にরらし
て、ܖ໿ظ間をඞ要Ҏ上にࡉ切れにしない
よう഑ྀしなければなりません（労働ܖ໿法
第1�৚第2߲）

、を明ࣔし（৽の༗ແߋ）৽するかͲうかߋ໿をܖ、໿を結んだ時ܖ労働ظ用者は、༗࢖　
とした時は、その൑அ基४もॻ໘のަ෇によって明ࣔしなければな「৽する場߹があるߋ」
りません。（労働基४法ߦࢪ規ଇ第�৚）

（1）有期労働契約から無期労働契約への転換　　－労働契約法第18条－
　有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、
期間の定めのない労働契約（無期労働契約）に転換できます。要件（※）を満たし、労働者
が申し込めば、使用者の意思にかかわりなく無期転換するので、使用者は、労働者の申し
込みを拒めません。
　※通算期間のカウントは2013年4月1日以降に開始する有期労働契約が対象です。
　※同一の使用者と交わした契約内容であること。　　※契約更新回数が１回以上あること。

（2）期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止 －労働契約法第20条－
　有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることにより、不合理に
労働条件を相違させることは禁止されています。

●無期転換の例
【1年契約を更新して5年超となるケース】

【3年契約を更新して5年超となるケース】

ここで無期転換
申込権発生

ここで無期転換
申込権発生

通算契約期間

通算契約期間

申込み

申込み

5年

5年

更新契約締結
または更新

契約締結
または更新

更新 更新

更新

更新 更新 転換

転換

無期転換申込権を行使できる期間

無期転換申込権を行使できる期間

1年 1年 1年

3年

1年 1年 1年

3年

無期労働契約

無期労働契約

労働者が申込みをしなかった場合でも、再度有期労働契約が更新されれば、新たな無期転換申込
権が発生し、労働者は改めて新しい無期転換申込権を行使できます。

チューイ点

有期労働契約における契約期間（働く期間）のルール

有期労働契約における不安解消にむけて

有期労働契約における継続して働く見込み（契約更新の有無）
2017.4.1〜2020.3.31 2017.4.1〜2022.3.31
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Ⅳ．職場のルール（就業規則とは）

　　　。用者は、ब業規ଇを次のいͣれかの方法で労働者にप知しなければなりません࢖
　ʕ 労働基४法第10�৚第1߲ ʕ

労働者への就業規則の周知の方法
①各労働者へ書面を交付すること
②常時、各職場の見やすい場所へ掲示又は備え付けること
③パソコンなど、常時労働者が確認できる機器を各職場へ設置すること

　就業規則は、労働者が安心して働き、明るい職
場を作るため労働条件や待遇などを定めているも
のです。また、労働者に周知することによって、処
遇を公平・公正に行うことができ、労使間の信頼
を築くことになります。
　就業規則は、労働者への周知が義務づけられ
ています。職場で何か気になることがある時は、就
業規則をまず確認しましょう。

就業規則の確認

〜就業規則はルールブック〜

就業規則の周知義務
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「就業規則」とは・・・
　就業規則とは、労働者が守らなければならない就業上の規律・職場の秩序・労働条件
について具体的に定めたもので、使用者と労働者とのルールブックです。

　常時10人Ҏ上（ύートやアルバイトもؚΉ）の労働者を࢖用している࢖用者（事業場）
は、ඞͣब業規ଇを࡞成し、所׋の労働基४؂ಜॺ長にಧけ出なければなりません。また
就業規則の作成・変更をする場合は、使用者の勝手にはできず、必ず労働者側の意見を聴
かなくてはならないなど所定の手続きが必要です。     ʕ 労働基४法第89৚、第90৚ ʕ

就業規則に明記しなければならない項目

例えば①については、次のように記載されています。

第○章　労働時間、休憩及び休日
（労働時間、休憩及び休日）
第○条

2 始業・終業時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。
始業時刻/午前8時30分　終業時刻/午後5時30分　休憩時間/正午から午後1時まで

所定労働時間は、1週間について40時間、1日については8時間とする。

（休日）
第○条
休日は次のとおりとする。

（1）土曜日および日曜日　　　　　　   （2）国民の祝日(日曜と重なった時は翌日)および5月4日
（3）年末年始(12月○日～1月○日)　   （4）夏季（○月○日～○月○日）

2 業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と
　 振り替えることがある。

◎就業規則 表記例◎

①始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇に関すること
②賃金の決定、計算方法、支払い方法、締切・支払時期、昇給に関すること
③退職に関すること（解雇の事由を含む）→懲戒解雇事由のほか、普通解雇事由に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ついても具体的に列挙する

ここがポイ
ント
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　労働者を働かせてもよい時間は、原則として休憩時間を除いて1日8時間、1週40時間
以内と定められており、これを「法定労働時間」といいます。
　労働ܖ໿やब業規ଇで定められている࢝業からऴ業までの時間のうち、ܜٳ時間をআ
いた࣮際に働かなければならない時間を「所定労働時間」といい、法定労働時間を超えて
ઃ定することはできません。

法定労働時間 ― 労働基準法第32条―

Ⅴ．働く時間（労働時間とは）

「労働時間」とは・・・
　労働時間とは、使用者の指揮命令のもと、働かなければならない時間のことです。
労働時間には制限があり、労働基準法で下記のとおり定められています。 　時間外労働の限度については、原則として「週１５

時間、月４５時間」等の限度基準が示されています。
　法定労働時間を超えて働くことは、身体や心の健
康に影響しかねないことですから、気を付けていきま
しょう。

チューイ点

〜働く時間には制限があるけど…〜
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36協定により延長できる
時間外労働の制限

　使用者が労働者に１日８時間を超えた時間外労働や休日労働をさせるためには、あら
かじめ会社（工場や事業場に分かれているときはその事業場ごと）と、労働者の過半数で
組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が
ない場合は事業場の労働者の過半数を代表する者との間で、書面による｢時間外労働・休
日労働に関する協定｣（労使協定）を結んで、所轄の労働基準監督署長に届け出ておかな
くてはなりません。この労࢖協定は、労働基४法第��৚に規定されていることから、��協定
（さͿΖく協定）とݺばれています。
　しかし、��協定を結べば、Կ時間でも残業させてよいというわけではなく、ް 生労働大ਉ
が定める「時間֎労働のݶ度に関する基४」（ް生労働লࣔࠂ）において上ݶ時間がࣔさ
れています。

の、「法定労働時間」を超えて働くهࠨ　
ことを「時間֎労働」といいます。また法
定ٳ日（1�1ࢀ�র）に働くことを「ٳ日労
働」といい、ݪଇとして割増賃金が所定
಺賃金とはผに支څされます。（割増賃
金については1�22ࢀর）

時間外労働及び休日労働
― 労働基準法第3６条―

　「時間外労働」をした分の賃金が支払われないことを、サービス残業（賃金不払残業）と言
い、法律違反です。不払いがあれば過去2年を遡って請求できます。
　例えば、１日７時間で週６日働いた場合、1週間では7時間×6日＝42時間の労働時間となり
ます。法定労働時間は1日8時間で、1週間では40時間となりますので、２時間オーバーする計
算となり、２時間分の割増賃金の請求ができます。

チューイ点 サービス残業について

法律で決められた労働時間 労働契約や就業規則等で
定められた労働時間

※特例により、１週44時間が認められている業種もあります

原則 �̍ ೔̔࣌ؒ
ɹɹ̍ि��࣌ؒ を超えてはいけない 例えば  ９：００〜１７：００

　　　（所定労働時間７時間、休憩１時間）

法定労働時間 所定労働時間

≧
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休憩について

̍、用者は࢖　 日の労働時間が̒時間を超える場߹は��分Ҏ上、̔ 時間を超える場߹は
̍時間Ҏ上のܜٳ時間を労働時間の్中に、またݪଇとして一੪に༩えなければなりません。

6時間を超える場合
1日の労働時間が

8時間を超える場合

休憩時間45分以上

休憩時間1時間以上

時間は労働者が権利として労働からܜٳ　
全にղ์され、労働者が自༝に利用するこ׬
とができる時間です。ྫ えば、ܜٳ中でもి
話や来٬のରԠ等をࣔࢦされていれば、労
働時間とみなされます。

休日と休暇について

（１）休日
日とは、労働契約において、「労働義務がないとされている日」をいい、毎週少なくとٳ　
も１回、あるいは４週間で４日以上の休日を与えることが義務づけられています。これを

「法定休日」といいます。　ʕ 労働基४法第��৚ ʕ

　また、会社がब業規ଇなͲで、労働基४法の基४Ҏ上に定めているٳ日を「法定外休
日」といい、ྫ えばࠃຽのॕ日やຍٳみ、正月ٳみ等がそれにあたります。
　྆者のҧいについては、法的な意味で規制ର৅となるかならないかのҧいがあります
が、労働者にとっては、労働義務からղ์され、会社や仕事のことを考えͣ自༝にできる
日という意味では「法定ٳ日」「法定֎ٳ日」ともにҧいはありません。

〜パートだって有給休暇がとれる〜〜休憩時間を自分の時間に使おう〜
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（2）振替休日と代休（休日に働かなくてはならなくなったとき）
　ৼସٳ日とは、ब業規ଇにٳ日のৼସができるࢫの規定をઃけ、あらかじめৼりସえる
べき日をઃ定してٳ日をৼりସえるものです。ৼりସえるべき日については、ৼりସえられ
た日Ҏ߱できるݶりۙ઀した日とすることが๬ましいこととなっています。
　一方、代ٳとは、ٳ日に出ۈさせてޙ日దٓٳ日を༩えるものです。この場߹、ٳ日に労
働させたことに変わりはありませんので、割増賃金を支෷わなければなりません。

休憩時間 ― 労働基準法第34条 ―
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〈労働基準法で定められている法定休暇〉

休暇の名称 発生要件 日　　数 根　　拠

年次有給休暇
６ヵ月間継続勤務し、全労働
日の80％以上の出勤がある
こと

6ヵ月をこえた時点
で10日間、その後
１年毎に新しく付与

労働基準法第39条

産前・産後
休暇

①6週間（双子などの多胎妊
娠の場合は14週間）以内に
出産予定の女性

産前６週間（多胎妊
娠14週間） 労働基準法第65条

②出産後の女性 産後8週間

生理日の措置 生理日の就業が著しく困難
な女性 必要時間または日数 労働基準法第68条

年次有給休暇の付与日数
〈一般の労働者〉

˞̍ि間の所定労働時間が�0時間Ҏ上、ຢは̍ि間の所定労働日数が̑日Ҏ上の労働者

勤続年数 6ヵ月 1年
6ヵ月

2年
6ヵ月

3年
6ヵ月

4年
6ヵ月

5年
6ヵ月

6年
6ヵ月以上

有給休暇の日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

〈パート・アルバイト労働者等〉
˞1ि間の所定労働日数が�0時間ະຬで、1ि間の所定労働日数が�日ҎԼの者、
　または1年間の所定労働日数が定められている者

週所定
労働日数

年間所定
労働日数

勤続年数

6ヵ月 1年
6ヵ月

2年
6ヵ月

3年
6ヵ月

4年
6ヵ月

5年
6ヵ月

6年
6ヵ月以上

4日 169日
～216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日

3日 121日
～168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日

2日 73日
～120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日

1日 48日
～72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

（4）年次有給休暇　― 労働基準法第39条 ―
　年次༗ٳڅՋとは、労働者の৺身のർ労をճ෮させ、労働ྗのҡ持かんཆをਤるためにઃ
けられている制度で、休日以外の自分の希望する日に、賃金をもらいながら休みを取ることが
でき、労働者自らが使用者に申し出ることによって自由に取得することができます。（ୠし、ٳ
Ջ取得によって、会社の正常な運営が๦げられる場߹は、࢖用者はผの日にٳՋを変ߋさせる
ことができます。）
　有給休暇を取得した際の給与の計算は、賃金カット等の不利益な扱いはできません。ҎԼ
の̏つのいͣれかの方法を取ることとなっています。ʬᶃ所定労働時間働いた場߹に支෷われ
る通常の賃金、ᶄฏۉ賃金（௚ۙの ϱ̏月間に支෷われた賃金૯ֹ̡ 残業代や通ۈख当等を
ؚΉʳy ϱ̏月間の૯ྐྵ日数）、ᶅ健߁保険のඪ४ใु日ֹに相当する金ֹʭ
　使用者は、雇入れ後６ヵ月間継続して働き、全労働日（雇用契約や就業規則等で労働日と
定められている日）の８割以上出勤した労働者には、最低10日以上の有給休暇を与えなけれ
ばなりません。そのܧ、ޙଓして働き、全労働日の̔割Ҏ上出ۈした場߹、ۈ務年数によってՃ
算され、次の༗ٳڅՋが෇༩されます。パート・アルバイトで働く人にも一定の要件を満たせ
ば、有給休暇取得の権利があります。

　一般の労働者では、6ヵ月以上働いて出勤率が8割以上であれば、10日以上の有給休暇
がとれます。パート労働者でも、１週間の労働日数や１年間の労働日数に比例して有給休暇
が与えられます。有給休暇はその要件が満たされたときは、賃金の減収を伴うことなく、労
働の義務を免除される労働者の当然の権利です。

有給休暇の付与条件

（3）休暇
Ջとは、「労働契約において労働義務のある日ですが、労働ٳ　
者自らが休暇を申し込むことにより、使用者が労働の義務を免
除する日」をいいます。
「Ջٳ法定」Ջは、労働基४法なͲの法律で定められたٳ　

（例：年次有給休暇、産前・産後休暇、生理休暇、育児休暇、介護
休暇、子の看護休暇）と、会社がब業規ଇなͲでಠ自に定めてい
る「法定֎ٳՋ」（例：慶弔休暇、病気休暇など）があります。
・࢈લ࢈　 Ջ等の取得をཧ༝に、ղ雇やٳޢհ・ࣇՋやҭٳޙ
ୀ職ק঑なͲ不利ӹ取ѻいをߦうことは、உঁ雇用機会ۉ等法やҭࣇ・հٳޢ業法により
。されていますࢭې

《年次有給休暇の時間単位での取得》
　事業場に労働者の過半数で૊৫する労働૊߹がある場߹はその労働૊߹、ない
場߹は過半数代表者との間で労࢖協定をక結すれば、年に�日をݶ度として、時間
୯Ґで年次༗ٳڅՋを取得することができます。

《年次有給休暇残日数の繰り越し》
　年次༗ٳڅՋのফ໓時ޮは2年です。その年に取得しきれなかったٳՋの残日数分
は次の年度の෇༩日数に܁りӽされます。

ここがポイ
ント



ྫえば、ҎԼのような಺༰は賃金支෷い̑ݪଇにҧ൓します
①物品などを賃金（現金）に代わるものとして支給する→通貨でないのでNG
②全額が支払われず、数回に分けて支払われる→全額でないのでNG
③２ヶ月に一度しか支払われない→毎月1回以上でないのでNG
④賃金支払日がコロコロと変えられる→一定の期日に決めて支払っていないのでNG
⑤親や知人など自分以外の者に支払われる→働いた本人に支払っていないのでNG

Ⅵ．「賃金」について

20 21

決まって支給される
賃金

賃金

所定内賃金

賞与（ボーナス）特別に支給される
賃金

退職手当

●基本給　●諸手当 など

所定外賃金
●時間外手当 ●休日手当
●深夜手当 ●宿日直手当 など

〈賃金構成表〉

賃金の支払い ― 労働基準法第24条 ―
労働基४法では賃金の支෷について̑ つのݪଇを定めています。

「賃金」とは・・・
　賃金とは、給料、手当、賞与などの名称に関わらず、「労働の対償」として使用者が労
働者に支払うすべてのものをいいます。　　　　　　　　― 労働基準法第11条 ―

˞ঢڅ制度やॾख当（通ۈख当・ॅ ୐ख当・家族ख当なͲ）の制度、また৆༩（Ϙーナス）や
ୀ職金制度は日本において޿くߦき౉っている制度ではありますが、法律によってا業が
制度をઃけることが決められているわけではありません。労働者と࢖用者との話し߹いや労
働৚݅通知ॻ、ब業規ଇなͲで決められることです。

〜賃金明細をよく見よう！〜
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௞ۚࢧ෷͍̑ݪଇ
使用者は、
①通貨で、②全額を、③毎月１回以上、④一定の期日に、⑤直接労働者に支払う。

〈賃金の支払い形態〉
　労働のର価として得る賃金は、その支෷いܗଶ（څ༩計算の仕方）にいくつかのछྨが
あります。労働ܖ໿を結Ϳときは、自分の賃金がͲのような方法で支෷われるか、しっかりと
֬ೝしておくඞ要があります。

月給制 　１ヵ月いくらと月単位で賃金額を決め、給与が支払われます。

日給制

　１日いくらと日単位で賃金額を決め、給与が支払われます。１日単位の賃金の積算
で給与が計算されますので、働いた日数分で賃金が支払われることになります。
　一般的には、臨時雇用等の非正規の働き方において、この支払い形態が適用され
ることが多くあります。

時給制

　1時間いくらの時間単位で賃金額を決め、給与が支払われます。時間単位の賃金
の積算で給与が計算され、働いた時間数分で賃金が支払われることになります。
　一般的には、パートやアルバイトの働き方において、この支払い形態が適用されて
いることが多くあります。

　会社の物品を壊したり、紛失させたりした場合、会社から損害賠償を請求されることがあ
ります。しかしながら、会社は賠償額を勝手に賃金から差し引くことはできません。全額払
いの原則に違反するからです。賃金の支払いと弁償費用の負担は別であり、まずは賃金を
全額支払ってもらうこととなります。また弁償費用については、本当に労働者が負担すべき
ものか、納得できない場合は第三者へ相談することが大切です。（相談窓口はP.46～）

チューイ点
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最低賃金 ― 最低賃金法第4条 ―
用者は、その࢖、度を定めݶ௿࠷が賃金のࠃ௿賃金法に基づき࠷、とは「௿賃金制度࠷」　
。௿賃金ֹҎ上の賃金を労働者に支෷わなければならないとする制度です࠷
　最低賃金とは、使用者が労働者に支払う賃金の最低限度額で、パート・アルバイトを含
め全ての労働者の賃金はこれを下回ってはいけません。֤ ౎ಓ෎県ごとに決定され、す
べての労働者とその࢖用者にద用される「஍Ҭผ࠷௿賃金」と、ಛ定の࢈業にै事する
労働者とその࢖用者にద用される「ಛ定࠷௿賃金」の２छྨがあります。྆ 方の࠷௿賃金
が当てはまる場߹、金ֹのߴい方がద用されます。
　また೿ݣ労働者には、೿ݣ先の事業所にద用されている࠷௿賃金がద用されます。

愛媛県（地域別）最低賃金は、

̍࣌ؒ����ԁ（2018年10月1日発効予定） です

時間外、休日労働及び深夜労働による「割増賃金」 
― 労働基準法第37条 ―

　̍日8時間、̍ ि間�0時間（労働時間の上ݶ）の法定労働時間を超える෦分はݪଇとし
て時間֎労働となります。また、10ޙޕ時からޕલ�時までの間の労働を「ਂ໷労働」、法
定ٳ日の労働を「ٳ日労働」といい、それͧれ割増賃金が発生します。

労　働　の　種　類 賃金の割増率
①時間外労働（1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えた労働）   25%以上

②休日労働（1週1回又は4週4回の法定休日における労働）   35%以上

③深夜労働（午後10時～午前5時）   25%以上

④時間外労働が深夜の時間帯に及んだ場合　①+③   50%以上

⑤休日労働が深夜の時間帯に及んだ場合　　②+③   60%以上

割増賃金 ＝ 通常賃金の１時間分の賃金額（P.25項目A参照） × 割増率 × 時間数

休業手当　― 労働基準法第26条 ―
なͲٳؼ業する一時ٳ੶させたまま一時的にࡏ変ಈや業੷ѱ化なͲのཧ༝で労働者をؾܠ　
業させた日についてগなくٳ、業させた場߹にはٳ用者の౎߹により所定労働日に労働者を࢖
ともฏۉ賃金の�0ˋҎ上のٳ業ख当を支෷わなければなりません。

【平均賃金＝直近の３ヵ月間に支払われた賃金総額（残業代や通勤手当等を含む）÷３ヵ月間の総暦日数】

毎年10月頃改定されますので注意してください。

ワンポイント あなたの賃金が最低賃金額以上か確認しよう

【時間給の場合】　時間給≧最低賃金額（時間額）
【 日 給 の 場 合 】　日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額（時間額）
【 月 給 の 場 合 】　月給÷1ヵ月平均所定労働時間≧最低賃金額（時間額）
※①「精皆勤手当・通勤手当・家族手当」、②「臨時に支払われる賃金（結婚手当等）」
　③「1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与等）」、④「時間外・休日・深夜の割増賃金」
　は算入されません。

たとえ労働者が最低賃金を下回る金額で働くことに同意していたとしても、
法律によって無効となり、最低賃金額との差額を請求できます。POINT

9：00

1,500円

1,250円

1,000円

17：00 18：00 22：00 5：00

基本時給（1,000円）

時間外労働 25%割増（＋250円）

深夜労働 
25%割増（＋250円）

7時間
法定時間外+深夜労働

4時間
法定時間外労働

上記① 上記①+③
ׂ૿௞ۚ��ˋҎ্ ׂ૿௞ۚ��ˋҎ্

˞1ϱ月�0時間を超える時間֎労働については�0ˋҎ上の割増賃金を支෷わなければなりません。
　ただし、中খا業については当分の間ద用が༛༧されます。

˞

この部分の賃金が支払われないことをサービス残業（賃金不払残業）といい、法律違反です。
（P.15参照）

　本採用の前に、研修・試用期間といった期間を設けられている場合があり、期間中は本採
用時の賃金より低く設定されている場合があります。アルバイト等の比較的最低賃金に近
い時間給が設定されている求人においても、こうした研修・試用期間が設けられている場合
がありますが、最低賃金未満とすることは違法です。

みならい期間は給与が安い？チューイ点

所定労働時間7時間
（9：00～17：00）
時給1,000円の場合

法定労働時間（8時間）

所定労働時間（7時間）
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給 料 明 細 サ ン プ ル

ج
ຊ
څ

基本給 200,000 A
家族手当 0 B
住宅手当 10,000 C
役職手当 0 D
通勤手当（公共交通機関実費分） 5,000 E
超過勤務手当 9,375 F

支給額合計 224,375 G
課税対象額 219,375 H

߇
আ
ֹ

健康保険料 11,110 I
厚生年金保険料 20,130 J
雇用保険料 673 K
所得税 4,320 L
住民税 13,400 M

控除額合計 49,633  
ࠩҾֹڅࢧ ���
��� N

給与の基本的部分として支給され、残業代などの計算ベース（時間給計算の根拠）と
なります。
時間給の求め方：（所定労働時間８時間、月20日勤務の場合） 
　　　　　　　 20万円÷20日÷8時間＝時間給 1,250円

A

諸手当（家族手当・住宅手当・役職手当・通勤手当など）
それぞれの会社独自の規定により支給されます。

就業規則の所定労働時間を超えて就業をした場合に支給されます。
超過勤務手当の求め方（時間外労働6時間、割増率25%の場合）
Aで求めた時間給1,250円×1.25×6時間＝超過勤務手当 9,375円

F

一般的に総支給額とも言われます。基本給と諸手当を全て含む金額です。G

支給額合計のうち非課税（ここでは通勤手当）を除いた金額です。H

B〜E

4～6月の支給額合計の平均によって決まる等級額（標準報酬月額）に保険料率
を掛けた金額の半分を労働者が負担します。（半分は使用者が負担）
40歳以上になると介護保険料の負担が必要となります。
例：40歳未満の被保険者で標準報酬月額22万円の場合
   （22万円×保険料率10.1%÷2（使用者が半分は負担）＝11,110円）

I

4～6月の支給額合計の平均によって決まる等級額（標準報酬月額）に保険料率
を掛けた金額の半分を労働者が負担します。（半分は使用者が負担）
例：被保険者で標準報酬月額22万円の場合
　（22万円×保険料率18.3%※÷2（使用者が半分は負担）＝20,130円）

J

支給額合計に保険料率0.9%分を掛けた金額を納める必要があり、そのうち労働
者が0.3%を負担します。（残り0.6%は使用者が負担）
農林水産清酒製造、建設業は料率が異なります。
224,375円×0.3%＝673円

K

課税対象額から社会保険料（I、J、K）をひいた金額を、給与所得の源泉徴収
税額表と照合し概算の所得税が決まります。正式な所得税額は年末調整にて
計算され、１２月の給与で精算されます。

L

前年度の所得に対し課税され、居住する市町によって税額が異なります。企
業が特別徴収の手続きをしている場合、給与から課税金額を天引きし、納め
てくれます。

M

支給額から控除額を除いたもの。この額が手取りの賃金として手渡されるこ
とになります。N

賃金（給与・給料）明細を見てみよう

（注）●モデル明細として記載しており各手当の名称などは、それぞれの会社によって異なります。
　　●月給制の賃金明細モデルとして記載しています。
　　●健康保険と厚生年金保険の保険料率は、全国健康保険協会愛媛支部への加入として記載（2018年8月現在）

※厚生年金基金に加入している方の保険料率は、加入する基金ごとに異なります。

賃金を支払う者は、所得税法第２３１条で支払い明細書を交付することが義務づけられて
います。賃金明細をきちんと受け取り、内容のわからない所は質問する事が大切です。

チューイ点 賃金明細を保管しておこう
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Ⅶ．「社会保険制度」について

保険加入が
義務づけられる事業所

●すべての法人事業所
●労働者を常時５人以上雇用する個人事業所
　（農業、漁業、サービス業等を除く）

保険料 （P.25 ⒾⒿ参照）
賃金に応じて定められた額を、労働者と使用者で折半して負担

　※40歳以上は介護保険への強制加入となり、
　　その保険料は健康保険料に加えられて徴収されます。

被保険者の要件

保険加入が義務づけられる事業所で、常時働く人は、国籍や性別、賃
金の額等に関係なく、すべて被保険者となり、保険に加入することと
なります。
また、パートタイム・アルバイト等であっても「１週の所定労働時間及
び１ヶ月の所定労働日数が、正社員の３／４以上である場合」は加入
対象者となります。
※ 従業員501人以上の会社の場合は、「①週所定労働時間20時間以

上、②雇用期間１年以上の見込み、③賃金月額8.8万円以上、④学生
でない方」は対象となります

主な
給付

健康保険 療養給付、傷病手当金、出産の給付、高額療養費　等

厚生年金保険 老齢厚生年金、障がい厚生年金、遺族厚生年金　等

「社会保険制度」とは・・・
　日々の生活の中には、けがや病気、失業、また老齢で働けなくなるなどにより生活に
窮するリスクを抱えています。社会保険制度は、そうしたリスクに見舞われた方に必要
なお金やサービスを支給し生活を保障するための公的保険です。
　病気・けがにそなえる「健康保険」、年をとったときや障害を負ったときなどに年金を
給付する「厚生年金保険」、失業や雇用の安定のためにそなえる「雇用保険」、仕事上の
けがや病気にそなえる「労災保険」などがあります。
　保険料は、労働者・使用者・国のそれぞれが負担し、制度を支えています。

〜保険はいざという時の助け合い〜
ギ
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（１）健康保険 ～病気やけがをしたときに～
　健߁保険は、労働者や、そのැཆする家族が、පؾやけがをしたとき、また出࢈のとき、
๢くなったときにඞ要なڅ෇をߦい、生活の安定をਤることを目的とした保険制度です。

（２）厚生年金保険 ～老後の生活に備えて～
　ް生年金保険は、労働者の࿝ޙの生活保োを受け取ることを目的とした保険制度です。
また࿝ޙの安৺だけでなく、ݱ役時代にපؾやけがで身体にো֐が残ったとき、๢くなっ
た時にもڅ෇がなされる役割もあります。

社会保険（健康保険・厚生年金保険）

　一定の条件を満たした会社には「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労
災保険」に加入する義務があり、その会社で働く労働者は各種の保険に加入する
こととなります。
　会社に応募する際は、求人情報等でその会社の保険適用状況について調べてみ
るようにしましょう。

働いている会社の保険制度を調べてみよう！ここがポイ
ント
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　失業等給付（基本手当）の受給にあたっては、会社からの一方的な労働契約の解約によ
る「会社都合退職」と、労働者からの自発的な労働契約の解約による「自己都合退職」と
で差が設けられています。（Ｐ.32参照）
　離職理由が「会社都合」なのか「自己都合」なのかによって、すぐに給付が受けられな
かったり、最大受給日数が変わってくる場合がありますので、離職理由は使用者と双方で
確認し、離職票にも正しく記載されているか確認しておくことが必要です。

チューイ点 失業等給付（基本手当）の受給にあたってのチェック

ᶃब職しようとする意ࢤとೳྗがあることをલఏとして、ハϩーϫークでٻ職のਃし
。い、཭職時にલの職場から౉された཭職ථをఏ出することߦみをࠐ　
ᶄ ཭職した日Ҏલの2年間に、11日Ҏ上働いた月が12ϱ月Ҏ上あることが৚݅で

す。ただし、౗࢈や会社の౎߹によるղ雇によってಥ然の཭職を༨ّなくされた
方やظ間の定めのある労働ܖ໿がߋ৽されなかった方、そのଞやΉを得ないཧ
༝で཭職した方については、཭職したҎલの1年間に、11日Ҏ上働いた月が�ϱ
月Ҏ上あれば、څ෇が受けられます。

〈「失業等給付（基本手当）」の受給要件〉

〈退職理由による給付の制限等〉
　ࣦ業したཧ༝により、「ࣦ業等څ෇（基本ख当）」の開࢝時ظやڅ෇ظ間がҟなりま
す。څ෇が࢝まるのは、ハϩーϫークにٻ職ਃࠐみをして཭職ථが受ཧされた日（受
ࣦ、ޙ決定の日）Ҏ֨ࢿڅ 業のঢ়ଶにあった日が通算して̓ 日間経過したޙ（�日間
の଴ظظ間）ですが、自ݾ౎߹のୀ職や自分の੹೚による重大なཧ༝によりղ雇され
た場߹には、さらに ϱ̏月経たないと支څされません。（�ϱ月のڅ෇制ظݶ間） 

労働保険（雇用保険・労災保険）

　労災保険については、原則働くすべての人の加入が会社に対して義務づけられてい
ます。また、雇用保険、社会保険（健康保険・厚生年金）については、一定の要件を満
たしていれば、パート労働者についても加入が義務づけられています。
　仕事（通勤途中を含む)で病気やけがをしてしまった場合には、労災保険が適用さ
れ、労災保険により治療を受けることができます。

チューイ点 労災保険は働くすべての人が対象

（１）雇用保険 ～失業中の生活を支える～
　雇用保険は、労働者がࣦ業したときに、ࣦ 業中の生活を৺഑することなく、৽しい仕事をさ
がすことができるようࣦ業中の生活を支えることを目的とした保険制度です。雇用保険で一൪
身ۙなものは、ࣦ 業時にڅ෇される「ࣦ業等څ෇（基本ख当）」をはじめとしたڅ෇金制度で
すが、ଞにもࣦ業の༧๷、雇用機会の֦大、労働者のೳྗ開発なͲ৭々な役割があります。

（2）労災保険 ～仕事中のけが、病気をしたときに～
　労ࡂ保険は、労働者が通్ۈ中や業務に関࿈して、けがやපؾをしたとき、またそれが
労ࡂが事業ओに代わってඃࠃ、Ҽでোがいが残ったり、不幸にも๢くなったりした時にݪ
働者やҨ族にରしてඞ要なڅ෇をߦう保険制度です。
　労働֐ࡂにあった場߹には、労ࡂ保険がద用され、පӃ窓口でのෛ୲は一切なくແ料
で਍࡯や࣏ྍを受けることができます。また、労働֐ࡂがݪҼで働けない間の賃金の໿̔
割がิঈされます。

保険加入が
義務づけられる事業所 ●労働者を１人でも雇用する事業所

保険料 （P.25 Ⓚ参照） 賃金に応じて、労働者と使用者が定められた率で負担

被保険者の要件 雇用形態を問わず、１週の所定労働時間が２０時間以上で、
かつ３１日以上の雇用見込みがある労働者

主な給付 失業等給付、再就職手当、教育訓練給付、育児介護休業給付　等

保険加入が
義務づけられる事業所 ●労働者を１人でも雇用する事業所

保険料 使用者が全額を負担

被保険者の要件 雇用形態、労働時間、日数、期間を問わず、全ての雇用労働者が対象
になります

主な給付 療養補償給付、休業補償給付、傷病補償年金、障がい補償給付　等



Ⅷ．会社を辞めるとき（労働契約の終了）

30 31

「労働契約の終了」には・・・
　使用者から一方的に労働契約を解除することによって労働者を辞めさせる解雇、使用者
が期間の定めのある労働契約（有期労働契約）の満了時に労働契約の更新を拒否する雇
止め、労働者からの申し出によって仕事を辞める退職があります。

　ղ雇には、労働者の業務上の不ద֨やۈ務成੷不ྑ等をཧ༝とする普通解雇、労働者
ଆの重大な職場規律ҧ൓・非ߦ等をཧ༝とする懲戒解雇、事業所の業੷ѱ化や事業ॖখ、
経営の߹ཧ化等による人һ整ཧを目的とする整理解雇があります。解雇には正当な事由と
一定の手続きが必要です。

解雇

（1）解雇事由の合理性　－労働契約法第16条－
　　ղ雇は、使用者がいつでも自由に行えるというものではなく、法律で「客観的に合理的
な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものと
して無効にする」と定められています。（右ページ ワンポイント参照）
　また、࢖用者は、Ͳんなときにղ雇されることがあるか（ղ雇事༝）をब業規ଇにࡌهして
おかなければなりません。

（2）法律で定める解雇の禁止・制限
　ҎԼのঢ়ଶやཧ༝によるղ雇は、法律によってࢭېされています。　
　ᶃ仕事上のέΨ、පؾでٳんでいるظ間とそのޙの�0日間  　　（労働基४法第19৚）
　ᶄ࢈લޙ࢈のٳ業ظ間とそのޙの�0日間のղ雇　　　　　　　（労働基४法第19৚）
　ᶅ労働基४法ҧ൓をߦ੓׭ிにਃࠂしたことをཧ༝とするղ雇  （労働基४法第10�৚）
　ᶆ労働者が労働૊߹һであること、労働૊߹にՃ入しようとしたこと、労働૊߹を結成
　　したり、労働૊߹の正当なߦҝをしたことをཧ༝とするղ雇     （労働૊߹法第�৚）
　ᶇ労働者のੑผをཧ༝とするղ雇　　　　　　　　　 （உঁ雇用機会ۉ等法第�৚）
　ᶈঁੑ労働者が結 ・ࠗ೛৷・出࢈したことなͲをཧ༝とするղ雇   （உঁ雇用ۉ等法第9৚）
　ᶉҭٳࣇ業・հٳޢ業なͲのਃし出や取得したことなͲをཧ༝とするղ雇

 　 （ҭࣇ・հٳޢ業法第10৚・第1�৚）
なͲ

（3）整理解雇
　会社の経営上のཧ༝なͲにより、人һݮ࡟としてߦわれる「整ཧղ雇」の場߹であって
も、これまでの൑ྫにより、࢖用者のղ雇ཧ༝の正当ੑの൑அ基४としてҎԼの̐つの要
݅をຬたしていることがඞ要とされています。

（４）解雇の予告　－労働基準法第20条－
用者は、ղ雇事༝をすべてຬたしたとしても、労働者をղ雇しようとする場߹には、次࢖　
のいͣれかのखଓきを取らなければなりません。
①少なくとも30日以上前に解雇の予告を行うこと。
②予告を行わない場合は、30日分以上の平均賃金（＝解雇予告手当）を支払うこと。

〜その退職、会社都合？自己都合？〜
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੔ཧղޏの̐ཁ݅
①人員削減の必要性…人員削減が会社の運営上やむを得ないものであること　
②解雇回避の努力…配置転換、希望退職者の募集など解雇回避のために努力をしたこと
③人選の合理性…整理解雇の対象者を決める基準が客観的・公正で、そのすすめかた
　　　　　　　　も合理的・公正であること
④解雇手続きの妥当性…労働組合または労働者に対して、整理解雇の必要性とその
　　　　　　　　　　　時期、規模・方法について納得を得るために説明を行うこと

ワンポイント

　わかりやすく言えば、「誰が見ても解雇されても仕方がない」という理由があるということ
です。「遅刻・欠勤が多い、協調性に欠ける、能力が劣る」といった理由だけでは合理的な
理由とは認められません。使用者が注意・指導を繰り返し、是正の機会を与えたり、他の業
務に変えるなど、解雇を避けるための努力を重ねたが改善がなされないなど、様々な事情が
考慮されて解雇の正当性が判断されます。

「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」って？
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　労働者からのਃし出によって仕事をࣙめることを「ୀ職」といいます。ୀ職のखଓきにつ
いては、ब業規ଇでͲうなっているかௐべてみることがඞ要です。

退職（自己都合退職と会社都合退職）

労働契約終了後の手続き

（1）自己都合退職
　労働者ݸ人の事৘により、労働者が自発的に労働ܖ໿のղআをر๬してߦうものです。
一般的には、会社のब業規ଇにैって、定められた時ظに定められた方法でਃし出るඞ
要があります。ルールが定められておらͣ、あらかじめ労働ܖ໿ظ間が定められていない
ときは、労働者は少なくとも2週間〜1ヶ月前までに退職届を提出するなど、退職の申
し出をすれば、民法上はいつでも辞めることができます。

　退職勧奨とは、使用者が労働者に対して「辞めてほしい」「辞めてくれないか」な
どと言って、退職を勧めることをいいます。これは解雇予告とは異なります。退職
勧奨に応じるかどうかは労働者の自由で、勧奨に応じる義務はありません。その
場ですぐ返答する必要もありませんし、辞める意志がない場合は、退職に応じない
ことを明確に伝えることが大切です。

　有期労働契約で働くひとの雇用の安定化を図るため、有期労働契約が繰り返し更新さ
れ、通算５年を超えると無期労働契約への転換させることが可能となりました。（P.11参照）
　この無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的として、無期転換申込権が発生
する前に雇止めしたり、契約期間中に解雇したりする残念な事例が発生しています。
　無期労働契約への転換に関して、おかしいなと思ったときは、相談するようにしましょう。
無期転換ルール特別相談窓口／TEL：089-935-5222（愛媛労働局雇用環境・均等室）

（2）会社都合退職
　会社౎߹ୀ職については、法律上は明จ化されていませんが、雇用ओからୀ職を
༨ّなくされた場߹をࢦします。一般的には「ۈ務先の経営ѱ化による人һ整ཧ、経
営ഁ୼（౗ ・࢈ഁ 。げられますڍなͲ）、退職勧奨」なͲが、۩体ྫとして࢈
　会社౎߹ୀ職では、雇用保険のࣦ業څ෇について開࢝時ظやڅ෇ظ間が༏۰さ
れますから、会社から離職票を受け取ったら離職理由欄を確認しておくことが必要で
す。（P.28参照）

退職勧奨

無期労働契約への転換拒否に困ったら…

チューイ点

チューイ点
①退職時の証明　－労働基準法第22条－
　労働者がୀ職する場߹に、ࡏ職中のܖ໿಺༰（⨎࢖用ظ間 ⨐業務のछྨ ⨒その事業
における஍Ґ ⨔賃金 ⨖ୀ職の事༝ɿղ雇の場߹はそのཧ༝をؚΉ）について労働者が
੥ٻした場߹、࢖用者は஗Ԇなくॻ໘でަ෇しなければなりません。ূ 明ॻには労働者が
੥ٻしない事߲をࡌهすることはېじられています。

②金品の返還　－労働基準法第23条－
　労働者のࢮ๢またはୀ職の場߹において、権利者が੥ٻした場߹には、࢖用者は�日
Ҏ಺に賃金を支෷いٴび労働者の権利にଐする金඼（社಺༬金等）をฦؐしなければな
りません。ただし、ୀ職金については、ब業規ଇ等で定められた支෷い時ظに支෷っても
ҧ法ではありません。

有期労働契約における解雇・退職・雇止め
（1）契約期間途中の解雇・退職
　༗ظ労働ܖ໿については、あらかじめ࢖用者と労働者が߹意してܖ໿ظ間を定めたの
ですから、使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間途中で労働者を
解雇することはできません（労働ܖ໿法第1�৚）。
　また労働者ଆからのୀ職も、やΉを得ない事༝（පؾや家ఉの事৘等）がないݶり、自
༝にࣙめることはできません。しかし̍ 年を超えるܖ໿ظ間で働いている場߹は、ܖ໿ظ間
のॳ日から̍ 年を経過したޙはいつでもୀ職することができます。

（2）契約期間の満了時（雇止め）
　༗ظ労働ܖ໿のຬྃ時に、࢖用者が労働ܖ໿のߋ৽をしないことを「雇止め」といいま
す。労働ܖ໿がߋ৽されͣ、ܖ໿していたظ間が過͗れば、ݪଇとして自ಈ的に労働ܖ໿
がऴྃすることとなります。
　しかしながら、有期労働契約であっても、契約の反復更新の実態などから、実質的に期
間の定めのない契約と変わらないといえる場合や、雇用の継続を期待することが合理的で
あると考えられる場合、その雇止めが「客観的・合理的な理由がなく、社会通念上相当であ
ると認められない」ときは、雇止めは認められません。労働者の申込みにより、これまでと同
一の労働条件で、有期労働契約が更新されることになります。（労働ܖ໿法第19৚）
　また、༗ظ労働ܖ໿をߋ৽する場߹あるいは雇ࢭめをする場߹について、࢖用者にରしҎ
Լのようなཹ意点がࣔされています。（༗ظ労働ܖ໿のక結、ߋ৽ٴび雇ࢭめに関する基४）

①雇止めの予告
̏ճҎ上ߋ৽されたܖ໿や̍年を超えてܧଓۈ務している労働者のܖ໿をߋ৽し
ない場߹、গなくともܖ໿ऴྃの�0日લまでに、ߋ৽しないことを఻えること。
②雇止めの理由の明示
労働者から雇ࢭめのཧ༝についてূ明ॻを੥ٻされた場߹は、ূ 明ॻをަ෇しな
ければならないこと。
③契約期間についての配慮　
労働者のر๬にԠじて、できるだけ長いܖ໿ظ間を定めるよう౒ྗすること。



Ⅸ．「労働組合」について

〜安心して働くために〜
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　賃金・雇用なͲの労働৚݅を一人ͻとりがバラバラに会社に要ٻしても、なかなかվળに
は結びつきません。それに、一人で会社に要ٻするのはとても༐ؾがいることです。労働૊߹
があれば、職場のさま͟まな問୊を、会社ଆとର等な立場でަবする権利が保োされます。
　労働者の要求を、会社との交渉を通じて一つひとつ実現させ、健全な労使関係とより良
い職場環境をつくり、組織の健全な発展に努めることが労働組合の役割です。

労働組合の役割
－ 働く人が自分の身を守るために、安心して働くために －

　労働૊߹の権利はݑ法とそれを۩体化した労働૊߹法で保োされており、୭でも労働૊
߹をつくれますし、Ճ入することができます（団結権）。
　また、労働者が労働৚݅について会社とର等な立場でަবできるよう、ݑ法の中で労働者
にいわΏる団体ަব権と団体ߦಈ権が保োされています。これらは「労働ࡾ権」とݴわれ、労
働૊߹のみに༩えられている権利です。

労働三権（憲法で保障された権利）

憲法第２８条で保障されている働く者の３つの権利「労働三権」

①団　結　権 ： 労働組合を結成するなど労働者が団結する権利
②団体交渉権 ： 働く条件等について労働者が使用者側と交渉（話し合い）する権利
③団体行動権 ： 労働者の要求実現のため、団体で行動（ストライキ）を行う権利
　（争議権）
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「労働組合」とは・・・

労働者自らの生活を守るために、労働条件について使用者と交渉したり、
その団体行動を行うために、労働者が自主的に組織した団体のことです。

　労働৚݅のҡ持・վળや労࢖関܎上の問୊について、労働૊߹と࢖用者（会社）ଆまたは
。用者団体が話し߹うものです࢖
　団体ަবは「ݑ法と労働૊߹法で༷々な権利が保োされたަব」です。会社ଆは、団体ަ
বを正当なཧ༝がないのにڋΉことは、労働૊߹法でېじられています。
　一方、労࢖間のॾ՝୊・ॾ問୊へのԁ׈なରԠをߦうために、団体ަবとはҟなる場とし
て、ݸผの労࢖が߹意によって「労࢖協議」という話し߹いの場をઃけていることもগなくあ
りません。

団体交渉とは
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を༩え、労働者が֐用者（会社）が、労働૊߹の正当な活ಈにରし、不当なѹྗや๦࢖　
労働૊߹へՃ入しないようにしたり、労働૊߹のަবに੣࣮なରԠをしないなͲのߦҝを

「不当労働ߦҝ」といい、労働૊߹法でࢭېされています。これは、労働૊߹の労働ࡾ権
を保োするための仕૊みです。
　労働૊߹は、不当労働ߦҝにあたるߦҝがあったときは、県の労働ҕһ会へ、そのࡁٹ
のਃし立てをߦうことができます。労働ҕһ会では、そのਃ立てに基づいて৹ࠪをߦい、不
当労働ߦҝが事࣮であるとೝめた場߹は、࢖用者にରし、「ྩ໋ࡁٹ」を出します。

労働ҕһձͱ͸ʜ
　労働委員会は、弁護士や学識経験者などを代表する「公益委員」、労働組合役員
などの労働者を代表する「労働者委員」、企業経営者や使用者団体役員などの使用
者を代表する「使用者委員」の三者で構成･運営されており、労働組合と会社（使用
者）との間に生じる紛争（集団的労使紛争といいます）を公正・中立な立場で迅速・円
満に解決するために設けられた機関です。
　愛媛県では、労働委員会が会社と組合の紛争のみならず個々の労働者と会社の
間で発生した紛争（個別的労使紛争といいます）についても労働相談と͋ͬͤΜを
行っており、いずれも、労働者、使用者どちらの方も利用できます。

用者（会社）と労働૊߹が団体ަবによって取り決めた労働৚݅やそのଞの事࢖　 （߲労࢖
間で߹意した事߲）をॻ໘に࡞成し、双方の代表者がॺ໊または໊هԡҹしたものを労働協
໿といいます。
　֮ॻや協定、議事࿥֬ೝॻなͲの໊শいかんに関わらͣ、上ه要݅を整える߹意จॻは
労働協໿となります。
　労働協໿は、一छのܖ໿として双方を߆ଋするޮྗの΄かに、ब業規ଇ（1�12ࢀর）に༏
先して૊߹һの労働৚݅を௚઀決めるというޮྗもあります。
　また、労働૊߹法では、労࢖の߹意を༏先させ、労働協໿で決めた労働৚݅よりもѱい৚
݅を定めている労働ܖ໿（1�8ࢀর）やब業規ଇのࡌهはແޮであり、労働協໿に定めた಺
༰にैうこととしています。

労働協約とは

労働関係法令、労働協約、就業規則、労働契約の関係

労働関係法令
法律（労働基準法等）
省令（労働基準法　　 
施行規則等）

労働協約
労働組合と使用者
との合意

就業規則
使用者が労働組合
などの意見を聴い
て作成する

労働契約
労働者と使用者
との間の1対１の
契約

（注）上記で、それぞれ異なる定めをした場合には、労働関係法令、労働協約、就業規則、労働契約の順で優先します。

不当労働行為（労働組合活動への不利益な扱いは禁止） ちょっと一息…
（労働組合を活用しよう）

　労働組合が、あなたと使用者（上司）の間に入ることで、より良い形でトラブル解
決のお手伝いをしてくれますし、トラブルが法律にふれるものであった場合は、職場
の問題として労働組合が関わることで、あなた個人の問題が解決するだけでなく、
職場環境全体を改善する方向に繋がっていきます。

ここがポイント

　労使のトラブルにおいては、最初から労働基準法や労働組合法などの法律を武器に
会社の上司（使用者）とぶつかると、トラブルがそもそも互いの誤解であったり、感情的
な対立が生じた場合、双方にしこりが残り、職場に居づら
くなったりすることがあるかもしれません。
　労働組合は、労使協議などを通じて常に会社と話し合
いをしている、言わば会社との話し合いの専門家ですか
ら、職場に労働組合がある場合は、まずは労働組合に相
談してみましょう。
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〜労働組合は会社との交渉のプロフェッショナル〜



Ⅹ．社会に出てから困ったら…

　ۙ年、職場の労働環境のことで、ϝンタルϔルスに不ௐをきたす人が増えています。職
場の上࢘や஥間からのݏがらせである「セクハラ」や「ύϫハラ」、労働法規を守らない「ブ
ラックا業」といったݴ༿もよく聞くようになりました。
　働く中でਏいと感じることがあった際は、職場の஥間、また֎෦の相談機関へ相談するよ
うにしましょう。また、自分自身が知ら͵間に職場の環境をѱくしていないか、লみてみるこ
とも大切です。

仕事をする中で辛いと感じたら（セクハラ・パワハラ・ブラック企業）
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セクハラとは・・・

パワハラとは・・・

　セクシュアル・ハラスメントの略。「性的な嫌がら
せ」のことで、相手の意に反した性的な性質の言動
を行い、それによって、その労働者が労働条件など
の面で不利益な扱いを受けたり、働く環境を害され
たりすることをいいます。職場におけるセクハラ防止
対策は使用者の義務として、男女雇用機会均等法第
１１条に定められています。
　自分自身は「些細な会話」「コミュニケーション」と
思っていても、相手によっては不快に感じることがあ
るので注意しましょう。

　パワー・ハラスメントの略。同じ職場で働く
者に対して、職務上の地位や人間関係など
の職場内の優位性を背景に、業務の適性な
範囲を超えて、相手の人格や尊厳を侵害す
る言動を継続的に行い、精神的・身体的苦痛
を与え、職場環境を悪化させたり、雇用不安
を与えることをいいます。

セΫϋϥ・ύϫϋϥΛड͚ͨΒ
①どんな言動があるのか、記録やメモを残しておこう
②誰かに、自分の悩みを相談しよう

（家族・友人・同僚・信頼できる上司・労働組合・会社の相談窓口・公的な相談機関等）

ϒϥοΫ͔ۀاΒ਎ΛकΔͨΊʹ
万が一、職場の労働条件や労働環境が法律に違反していると気づいたときには、
メモを取り、公的な機関等に相談するようにしましょう。

˞相談窓口͸̥��ʙ ˞相談窓口͸̥��ʙ

〜法律が働く人を守っているはずなのに…〜
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ブラック企業とは・・
　このハンドブックでは、労働法規が、働き方・働
かせ方の基本的なルールを定めることで、働く
者が健康に勤労生活を送れるよう守ってくれて
いることをお伝えしてきました。
　しかしながら、近年、そうした労働者を守るた
めの法律を無視して酷使したり、働く人を選別
し使い捨てにする企業のことが、マスコミ等で
報道されています。こうした企業は「ブラック企
業」と呼ばれています。
　働く者を守るために、労働法が定められてい
ます。労働法について、自らが知識をつけておく
ことが、皆さんの権利を守ることに繋がります。
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　一生໋ݒに働いて得たあなたの賃金を、あのखこのखでֹߴの঎඼やサービスをചり
つけてだまし取Ζうとするѱ࣭঎法がޙをたちません。「そんなඃ֐にૺうのはお年寄りで
しょ」と思っていませんかʁ
　そんなことはありません。ಛにクϨδットܖ໿ができる20ࡀを過͗たばかりのए者がͶら
われています。「自分が᱐されるわけがないʂ」と思っていても、相खは「人をだまし、ऑみに
つけࠐみ、あなたをݴいෛかす」ϓϩなのです。ѱ࣭঎法から身を守り、ඃ֐にあわないた
めに、「おかしい・いらないと思ったらきっͺりとஅる」「うます͗る話にはۙづかない」「ܖ໿
は৻重に、આ明ॻはきちんとಡΉ」ことを֮えておいてください。

（1）悪質商法に気をつけて

色々な手口が
あなたを

ねらっています。

　気をつけていても、被害にあうことがありま
す。前述したとおり、相手は人をだますプロな
のです。恥ずかしく思う必要はありません。商
品やサービス契約の解約や取り消しなどの解
決策があります。相手のだまし文句を
鵜呑みにして、ひとりで抱え込まず、
すぐに相談することを覚えておいて
ください。

　第一は、「それは本当にいま必要なお金（もの）か」よく考えるようにしましょう。少
ないお小遣いやアルバイト代でやりくりしてきた今と同じです。
　そして、返済のための新たな借金は絶対にNGです。借金が返せなくなった・・・そ
んなときでも必ず解決方法はあります。悩んでいる間にも借金は膨れ上がっていき
ますから、そうなる前に適切な機関や信頼できる人に相談するようにしましょう。

͓͔͠ ʂ͍�᱐͞Ε ʂͨ�ͱ͍ͨͮؾΒʜ

आۚ໰୊Λ๊͑ࠐ·ͳ͍ͨΊ ・ʹ・・

　「ফඅ者金༥（サラ金）を利用する」「ۜߦのݸ人޲けΧードϩーンを利用する」「クϨ
δットΧードでγϣッϐンάをする」これらのߦҝはいͣれもआ金であり、基本的に年間
̍̑ ˋલޙの金利がかかってきます。
　खܰに利用できるので、ศ利な一໘ももちΖんありますが、計ըੑなしに利用していると
が଺るࡁしない事ଶで、ฦظなͲの༧ݮも࣮֬にできていたのに、収入ࡁॳのうちはฦ࠷
事ଶにؕるかもしれません。「खܰさ」はཪをฦせば、利用することが当たりલとなるة険ੑ
をはらんでいることを֮えておいてください。

（2）多重債務という地獄

˞相談窓口͸̥��ʙ

お金にまつわるトラブルに注意（悪質商法と多重債務） EX．最近の労働トラブルにまつわるトピックスから
「みなし残業代」（固定残業代）ってなに？

ブラックバイトから身を守るために
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　このハンドブックをಡんでいる皆さんは、大学等の
学生生活とฒߦして、これからアルバイトを࢝めようと
思っている方が多いと思います。学生生活の中では、
学校のत業や定ݧࢼظ、サークル活ಈ、झ味の時間
等々、৭ と々༧定が入りॆ࣮した日々を送ることになる
でしょう。
　ۙ年、「アルバイトが๩しす͗てそうした学生生活と
のંり߹いがつけさせてもらえない」「アルバイトの立
場とはかけ཭れた重い੹೚を持たされる」なͲのブラックバイトが社会問୊化しています。
　ブラックバイトから身を守るために、労働相談の中でよく寄せられる事ྫをとりまとめました。

ブラックバイトから身を守るために

飲食店でアルバイトをしていますが、今後ゼミ活動やサークル活動が忙しくなるの
で、来月末でアルバイトを辞めますと伝えたのですが、色々理由をつけてきて辞め
させてもらえません。

　退職は、少なくとも退職日の２週間〜1ヶ月前までに意思を伝えれば、自由に退
職できるのが労働者に認められた権利です。会社に対してあらかじめ定められた
ルールに従って退職届を提出し、一定の期間が経過すれば退職できます。退職届
を受け取らない場合には、内容証明郵便で退職する旨を会社に送りましょう。
　ブラックバイト先からは、辞めさせまいと嫌がらせを受けたという例も多く聞き
ます。例えば「代わりのアルバイトをつれてこい」「代わりが見つかったら辞めさせ
てやる」「最後の月の給料は無給にする」などです。もちろん、このような行為は違
法ですし、従わなくてはならない根拠は一つもありません。

2

"

ࣙΊͤͯ͘͞Εͳ͍ケース1

༿をよくࣖݴという「みなし残業」、ۙ࠷　 にします。ٻ人৘ใなͲでもڅ༩ཝに「みなし残業代
。をؚΉ」といった಺༰を見ることもগなくありません（定残業代ݻ）
　この「みなし残業代」とは、ا業が一定時間の残業を想定し、残業代をあらかじめ月څにݻ
定して支෷うという制度で、労働基४法等の法ྩに規定されている制度ではありませんが、
過去のࡋ൑ྫ等の中でద法であり༗ޮな制度としてೝめられているものです。
っても、その分のߦ定残業代としてઃ定された時間Ҏ上に残業をݻ、これをѱ用して、ۙ࠷　
残業代を෷わないا業が出てきていますので஫意しましょう。「みなし残業」は「いくら残業して
も決まった残業代しか出さなくてよい」といったことがೝめられているわけではありません。

「みなし残業代」（固定残業代）ってなに？

①定額残業代部分が、それ以外の賃金と明確に区分されていること
②定額残業代部分に、何時間分の残業代が含まれているのかが、
　明確に定められていること
③時間外労働時間（残業）が、上記②で定めた時間を超えた場合に、超えた分の
　割り増し賃金を支払うこと。
④上記①～③の内容が就業規則等で明確に定められていること

ͦ΋ͦ΋ɺΈͳ͠ۀ࢒୅੍౓͕༗ޮͰ͋ΔͱೝΊΒΕΔͨΊʹ͸ɺ
࣍のཁ͕݅ඞཁͰ͢ɻ

　みなし残業代として設定された金額は、当然ながら、法定割増賃金率（P.22参照）を満たし
ているものでなければなりません。残業時間単価に見合うものか、確認してみましょう。

●所定労働時間８時間／月所定労働日数20日のケース。
　賃金総額20万5,000円（基本給18万円／固定残業代2万5，000円）

●定額残業時間が20時間と定められている場合。
　時間給の計算／180,000円÷20日間÷8時間＝1,125円（時間給）
　割増賃金単価／1,125円×1.25（時間外割増率）＝1,406円（残業時間の割増単価）

　固定残業代との比較／1,406円×20時間＝28,120円 ≧ 25,000円

※このケースの固定残業代の２５，０００円は、通常20時間残業した場合より3,120円少ない
こととなりますので、法律違反となります。

チューイ点
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ナϏ͑ͻΊ（愛媛県働き方改革包括支援プラザ）
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　店長や経営者であっても、労働法の内容について詳しく知らないままにその職についている人
も少なくありません。アルバイトであっても働く一員として、真面目に責任を果たすことは当然で
すが、違法な働かされ方までする必要はありません。
　店長や経営者の人に面と向かって、はっきりと言える人と言えない人がいると思います。一人で
交渉することが難しいことは、抱え込まずにまずは相談してみましょう。（※相談窓口はP46～）

ձࣾの͜͏ݴͱΛӏವΈʹͤͣɺ
͓͔͍͠ͱͨͬࢥΒ相談Λʂ

まとめ

私のアルバイト先では、あらかじめ希望していた日・時間を無視して勝手にシフトを
組まれてしまいます。またテスト前に休みたいと伝えていたにもかかわらず認めら
れません。今後このようなことが続けば学業に支障をきたしかねず困っています。

コンビニでアルバイトをしています。そこではケーキなどキャンペーン商品の販売
にノルマが掛けられ、ノルマ達成できないときは月給から天引きで買取りさせられ
ます。またレジの会計が合わないときも弁償のペナルティがあります。

　アルバイトを始めるときに、どういう約束（契約）だったのでしょうか。「希望に
沿ってシフトを調整する」という約束だったとすると、あらかじめの希望日・時間を
無視することは契約違反になります。仮にそのような明確な約束がないにしても、
学業優先の立場である学生を雇い入れるということは、そのような事情を考慮す
ることを踏まえた契約内容と考えられるのではないでしょうか。後々、こうしたトラ
ブルにならないためにも、アルバイトに応募した際の求人票の控えを取っておく
こと、何よりアルバイトであったとしても、どういった条件で働くかを取り交わした

「雇用契約書」を書面でもらっておくことが大切です。（P．9参照）

　法律としてあなたに売れ残りの買取を強制できるものではありません。また、そ
の金額を月給から天引きするようなことは「賃金の全額払いの原則（P.21）」に反
しており違法です。　
　レジ打ちのミスも通常起こりうる範囲内であれば、ミスとして弁償する必要はあ
りません。普通に仕事をしていて起こりうる範囲内のミスやノルマの未達による
損害は、経営者が負担するべき経営上のコストであり、労働者が負担する義務は
原則（※）としてありません。
※ミスの内容・頻度によっては就業規則などの定めにより弁償が必要となるケースもあります

2

2

"

"

γϑτ͕͖ͭ ・͍উखʹܾΊΒΕΔ

േۚ

ケース3

ケース2

　業務効率化や長時間労働の防止といった「働き方改革」に対する関心が高まる
中、県内企業の働き方改革を推進し、若者はもちろん女性や高齢者など誰もが働
きやすい職場環境が整備されるよう、2018年４月、愛媛県と
愛媛労働局は合同で、「働ナビえひめ」を開設しました。
　「働ナビえひめ」では、窓口相談や企業訪問などにより、企業
の働き方改革をワンストップで支援しています。

「おかしいな…」と思っていることを相談するに当
たっては、証拠やメモがあると効果的です。アルバ
イトに応募した際の求人情報のコピーや、会社から
もらった雇用契約書や給料明細を保管しておくこ
と、また「いつ・だれと・どうゆうことがあったか」な
ども手帳にメモするなどして残しておきましょう。

相談するときは…チューイ点

◆働ナビえひめ�（ＴＥＬ：０８９-915-3260）
松山市大手町２丁目５－７　別館１階
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Ⅺ．労働・就労・くらしに関する相談窓口/問い合わせ先

˗Ѫඤ労働ہ૯߹労働相談ίーナー�（ＴＥＬ：０８９-９３５-５２０８）

˗দࢁ労働ج४؂ಜॺ�（ＴＥＬ：０８９-９１７-５２５０）

˗Ѫඤ͘Β͠の相談セϯλー�（ＴＥＬ：０８９-９１５-２４００）

˗ϋϩーϫーΫদࢁ�（ＴＥＬ：０８９-９１７-８６０９）

˗δϣϒΧϑΣѪXPSL�（ＴＥＬ：０８９-９１３-８６８６）

˗দࢁதখۀا労働相談ॴ�（ＴＥＬ：０８９-９０９-８７６０）

˗ձࣾ内の労働૊߹

˗Ѫඤݝ労働ҕһձ�（ＴＥＬ：０８９-９１２-２９９６）

松山市若草町４－３（松山若草合同庁舎６Ｆ）

松山市六軒家町３－２７（松山労働総合庁舎４Ｆ）

松山市宮田町１２５番地２（愛媛労福協会館２Ｆ）

松山市六軒家町３－２７（松山労働総合庁舎）

松山市湊町３丁目４－６（松山銀天街ＧＥＴ！４Ｆ）

松山市北持田町１３２（中予地方局商工観光室内）

松山市一番町四丁目４－２（愛媛県庁第２別館４Ｆ）

◎労働に関する窓口◎

◎労働団体等による窓口◎

◎就職活動・雇用保険に関する窓口◎

どんな相談に応じてくれるの？
労働条件、募集、採用、いじめ・嫌がらせ等の職場環境を含め、労働問題に関するあ
らゆる分野の労働者、事業主からの相談を専門の相談員が、面談あるいは電話で
相談に応じています。

どんな相談に応じてくれるの？
労働基準法やその他の労働者保護法規が守れていない会社を監視・指導するため
の公的機関です。労働基準法上の違法行為を申告する場合は、こちらに相談しま
しょう。また労災保険の給付等を行っています。

どんな相談に応じてくれるの？
当ハンドブックを作成した愛媛県労働者福祉協議会が運営する相談窓口です。労働
相談だけでなく、生活相談（金融問題、消費者問題、生活困窮等）、仕事さがし等、幅
広く相談に応じています。

どんな相談に応じてくれるの？
国民に安定した雇用機会を確保することを目的として、国が設置している公共の職
業安定所です。仕事探しに関する相談や求人紹介を行うとともに、失業した際の失
業等給付の受給手続きを行えます。

どんな相談に応じてくれるの？
概ね１５～３９歳と４０歳前半でサポートを希望される方を対象に、ひとり一人の状況
に応じた就職のサポートをしています。

どんな相談に応じてくれるの？
中小企業の労働者及び使用者を対象に、労働問題全般についての相談に応じています。

˗Ѫඤ労働ۉ・ڥ؀༺ޏہ౳ࣨ�（ＴＥＬ：０８９-９３５-５２２２）
松山市若草町４－３（松山若草合同庁舎６Ｆ）
どんな相談に応じてくれるの？
雇用環境・均等室では、労働者が性別により差別されることなく能力発揮できるよう、男女
雇用機会均等法、育児・介護休業法・パートタイム労働法に関する相談に応じています。

どんな相談に応じてくれるの？
労働者自らの生活を守るために、労働条件について使用者と交渉したりするために労働
者が自主的に組織しており、職場の環境や労働条件等の改善のために活動しています。

どんな相談に応じてくれるの？
労働委員会は、労働者と使用者との間に生じる労働トラブル（個別労使紛争）を公正・
中立な立場で迅速・円満に解決するために設けられた機関です。

上記以外にも、松山・新居浜・今治・八幡浜・宇和島の各労働基準監督署内にあります。

上記以外にも、新居浜・今治・八幡浜・宇和島に労働基準監督署があります。
上記以外にも、四国中央・新居浜・西条・今治・大洲・八幡浜・宇和島にハローワークがあります。

上記以外にも、西条・宇和島の地方局内にブランチ（支所）があります。

上記以外にも、今治・西条・八幡浜・宇和島の地方局内に中小企業労働相談所があります。 

所在地

所在地
所在地

所在地

所在地
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˗দࢁ౦೥ۚࣄ຿ॴ�（ＴＥＬ：０８９-９４６-２１４６）

˗શ߁݈ࠃอڠݥձѪඤࢧ෦�（ＴＥＬ：０８９-９４７-２１００）

˗Ѫඤݝ消費ੜ׆セϯλー�（ＴＥＬ：０８９-９２５-３７００）

˗๏ςϥεѪඤ�（ＴＥＬ：０５０－３３８３－５５８０）

˗Ѫඤห࢜ޢձ�（ＴＥＬ：０８９-９４１-６２７９）
˗Ѫඤ࢘ݝ๏ॻ࢜ձ�（ＴＥＬ：０８９-９４１-８０６５）

松山市朝生田町１－１－２３

松山市千舟町4丁目6－3（アヴァンサ千舟1Ｆ）

松山市山越町４５０番地（愛媛県男女共同参画センター１Ｆ）

松山市一番町４－１－１１（共栄興産一番町ビル４Ｆ）

松山市三番町４丁目８番地８
松山市南江戸１丁目４番１４号

◎年金に関する窓口◎

◎健康保険に関する窓口◎

◎消費者トラブル、借金問題に関する窓口◎

◎法律に関する窓口◎

どんな相談に応じてくれるの？
年金に関する業務を行う機関です。就職・転職した際の年金の切り替えや、収入の減少や
失業等により保険料を納めることが経済的に困難な際は、こちらで相談が受けられます。

どんな相談に応じてくれるの？
中小企業等で働く従業員とそのご家族などの加入者からなる日本最大の医療保険
者です。健康保険に関する相談が受けられます。

どんな相談に応じてくれるの？
消費生活センターでは、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せ
などについて、相談が受けられます。

どんな相談に応じてくれるの？
「借金」「離婚」「相続」など、法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供が
受けられる機関です。経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったときには、無料
法律相談や必要に応じて弁護士・司法書士費用などの立替えが受けられます。

どんな相談に応じてくれるの？
法律の専門家である弁護士や司法書士が所属する機関です。日々の生活の中での
様々な問題や争いごとに対して、法的に解決するための相談が受けられます。

上記以外にも、松山西（南江戸）・新居浜・今治・宇和島に年金事務所があります。

上記以外にも、県内各市町全てに消費生活センター窓口があります。

所在地

所在地


